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広
が
る
不
当
な
表
示
や
過
大
な
景
品
類
の
規
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
十
五
年
頃
か
ら
米
国
に
お
い
て
、
自
ら
の
正
体
を
隠
し
、
宣
伝
広
告
で
は
な
い
ふ
り
を
し
て
こ
っ
そ
り
と
宣
伝
活
動
を

す
る
「
ス
テ
ル
ス
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
広
報
手
段
の
全
体
を
表
す
言
葉
が
広
ま
り
、
我
が
国
で
も
平
成
十
七
年
頃
か

ら
今
日
ま
で
、
そ
の
広
告
手
法
に
つ
い
て
消
費
者
の
適
正
な
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

昭
和
三
十
七
年
に
制
定
さ
れ
た
「
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
」
（
以
下
景
品
表
示
法
と
い
う
）
は
公
正
取
引
委
員

会
か
ら
平
成
二
十
一
年
に
消
費
者
庁
へ
全
面
移
管
さ
れ
、
平
成
二
十
三
年
十
月
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
消
費
者
取
引
に
係
る
広

告
表
示
に
関
す
る
景
品
表
示
法
上
の
問
題
点
及
び
留
意
事
項
」
を
公
表
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
事
業
者
自
身
が
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
依
頼
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
景
品
表
示
法
に
抵
触
す
る
」
と
し
た
も

の
の
、
一
方
で
は
消
費
者
に
お
け
る
優
良
誤
認
・
有
利
誤
認
の
効
果
を
助
長
し
な
い
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は
違
法
で
は

な
い
と
も
解
釈
さ
れ
非
常
に
曖
昧
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
店
舗
を
経
営
す
る
事
業

者
が
、
口
コ
ミ
投
稿
の
代
行
を
行
う
事
業
者
に
依
頼
し
て
、
口
コ
ミ
サ
イ
ト
の
情
報
コ
ー
ナ
ー
に
、
口
コ
ミ
を
多
数
書
き
込
ま

せ
る
と
い
う
行
為
が
発
覚
、
問
題
を
重
要
視
し
た
消
費
者
庁
は
、
本
年
五
月
九
日
に
は
、
第
二
の
「
二
、
口
コ
ミ
サ
イ
ト
」
の

う
ち
「
（
三
）
問
題
と
な
る
事
例
」
に
前
記
の
事
例
を
追
加
し
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
類
型
に
つ
い
て
特
に
留
意
事
項
を
示
し
た

一



と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
電
子
商
取
引
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
考
え
方
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
引

き
続
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
消
費
者
取
引
の
基
本
指
針
と
な
り
、
違
反
す
る
か
否
か
は
個
々
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
と
し
、

依
然
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日
、
高
裁
に
お
け
る
審
決
取
消
訴
訟
判
決
で
は
、
「
商
品
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
一
般
消
費
者
に

と
っ
て
は
、
外
形
の
み
を
信
頼
し
て
情
報
を
入
手
す
る
し
か
術
を
知
ら
ず
、
一
般
消
費
者
の
信
頼
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、

「
表
示
内
容
の
決
定
に
関
与
し
た
事
業
者
」
が
法
四
条
一
項
の
「
事
業
者
」
（
不
当
表
示
を
行
っ
た
者
）
に
当
た
る
も
の
と
解

釈
す
べ
き
で
あ
り
、
「
表
示
内
容
の
決
定
に
関
与
し
た
事
業
者
」
と
は
、
「
自
ら
若
し
く
は
他
の
者
と
共
同
し
て
積
極
的
に
表

示
の
内
容
を
決
定
し
た
事
業
者
」
の
み
な
ら
ず
、
「
他
の
者
の
表
示
内
容
に
関
す
る
説
明
に
基
づ
き
そ
の
内
容
を
定
め
た
事
業

者
」
や
「
他
の
事
業
者
に
そ
の
決
定
を
委
ね
た
事
業
者
」
も
含
ま
れ
る
も
の
と
解
釈
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
情

報
の
非
対
称
性
に
お
け
る
一
般
消
費
者
の
信
頼
を
保
護
す
る
判
決
文
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
呼
応
し
た
当
時
の
自
公
政
権

は
、
同
年
の
第
百
六
十
九
回
国
会
に
、
不
当
表
示
に
対
す
る
課
徴
金
制
度
を
導
入
す
る
た
め
の
「
独
占
禁
止
法
及
び
景
品
表
示

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
提
出
し
た
も
の
の
成
立
せ
ず
、
衆
議
院
で
閉
会
中
審
査
と
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
が
、
国
と

し
て
、
拡
大
解
釈
な
ど
言
論
の
自
由
を
脅
か
す
こ
と
な
く
適
切
に
対
応
し
、
早
急
に
悪
質
商
法
や
不
当
表
示
に
よ
る
不
当
収
益

二



剥
奪
や
被
害
者
救
済
制
度
を
明
確
化
す
る
法
整
備
が
必
要
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

昨
今
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
ブ
ロ
グ
を
活
用
す
る
芸
能
人
や
有
名
人
の
ブ
ロ
グ
内
に
お
け
る
言
及
効
果

を
、
ブ
ロ
グ
運
営
事
業
者
が
直
接
運
営
し
、
事
業
者
が
人
気
の
高
い
ブ
ロ
グ
サ
イ
ト
に
報
酬
を
支
払
い
、
商
品
の
宣
伝
を
依

頼
す
る
行
為
が
激
増
し
て
い
る
と
聞
く
が
、
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

意
図
的
に
正
体
を
隠
し
、
善
意
の
第
三
者
を
装
っ
た
口
コ
ミ
に
よ
る
偽
装
宣
伝
が
増
え
、
僅
か
な
報
酬
に
よ
っ
て
、
偽
装

し
た
ブ
ロ
グ
へ
女
子
大
生
や
主
婦
な
ど
に
書
き
込
ま
せ
る
口
コ
ミ
の
情
報
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
野

田
内
閣
の
見
解
如
何
。

三

二
に
関
連
し
、
投
稿
や
紹
介
と
い
う
行
為
が
、
金
銭
で
取
引
さ
れ
て
い
る
実
態
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の

か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

四

消
費
者
庁
に
よ
る
と
、
「
広
告
代
理
店
や
メ
デ
ィ
ア
媒
体
は
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
広
告
の
製
作
等
に
関
与
し
て
い
て

も
、
当
該
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
し
て
い
る
者
で
な
い
限
り
、
表
示
規
制
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、
「
当

該
広
告
に
不
当
な
表
示
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
広
告
代
理
店
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
注

三



意
義
務
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
昨
夏
、
某
放
送
局
に
よ
る
韓
流
ド
ラ
マ
の
放
送
枠
の
拡
大
な
ど
他
国
を
盛
り
上
げ

た
過
剰
な
放
送
姿
勢
に
批
判
が
集
中
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

五

消
費
者
庁
は
本
年
五
月
九
日
、
第
二
の
「
二
、
口
コ
ミ
サ
イ
ト
」
の
う
ち
「
（
三
）
問
題
と
な
る
事
例
」
に
新
た
な
事
例

を
追
加
し
、
改
め
て
サ
ー
ビ
ス
類
型
に
つ
い
て
特
に
留
意
事
項
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
電
子
商
取
引
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
考
え
方
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
引
き
続
き
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
消
費
者
取
引
の
基
本

指
針
と
な
り
、
違
反
す
る
か
否
か
は
個
々
の
事
案
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
と
し
、
依
然
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
度

重
な
る
事
例
に
つ
い
て
逡
巡
し
、
追
加
さ
れ
る
だ
け
の
現
状
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解

如
何
。

六

平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日
、
高
裁
に
お
け
る
審
決
取
消
訴
訟
判
決
で
の
事
例
に
お
け
る
景
品
表
示
法
の
規
制
対
象
者
に

つ
い
て
争
っ
た
解
釈
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
、
野
田
内
閣
の
見
解
如
何
。

七

一
〜
六
に
関
連
し
、
国
と
し
て
、
拡
大
解
釈
な
ど
言
論
の
自
由
を
脅
か
す
こ
と
な
く
適
切
に
対
応
し
、
早
急
に
悪
質
商
法

や
不
当
表
示
に
よ
る
不
当
収
益
剥
奪
や
被
害
者
救
済
制
度
を
明
確
化
す
る
法
整
備
が
必
要
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解

如
何
。

四



右
質
問
す
る
。

五


